
１．生 徒 心 得 
 

   この心得は、北海道遠軽高等学校定時制課程の生徒として、意欲的に充実した学校生活を送り、本校の 

教育目標を達成するための基準とするものである。 

 

１ 高校生活の指針 

 (1) 挨拶や礼儀作法、言葉づかいなど正しく行うこと。 

 (2) 校舎の美化に努めること。 

 (3) 使用教室以外には、無断での立ち入りは禁止する。 

(4) 貴重品など、自己管理を徹底する。 

(5) 本校定時制課程の生徒として、節度ある行動をすること。 

 

２ 校内生活の決まり 

 (1) あらかじめ欠席することが分かっている場合には、欠席届を提出すること。なお、入院などの長期の欠席 

がある場合は、原則として病院の領収書または医師の診断書を添えて提出すること。 

 (2) 何らかの理由で遅刻した場合は、遅刻届け・入室届けを職員室で記入のうえ、提出すること。 

 (3) 体調不良など、諸事情により早退する場合は、早退届けを職員室で記入し、次の登校日に提出すること。 

 (4) 諸届については、日時・時刻・理由などを記入し、必ず担任または、職員室の教諭の確認を取ること。 

 (5) 登校後は、無断で校舎外に出てはいけない。 

 (6) 生徒玄関から登校し、決められた下足ロッカーを使用すること。 

 (7) 校地内禁煙とする。 

 

３ 校外生活の決まり 

 (1) 常に北海道遠軽高等学校定時制課程の生徒であることを自覚し、責任を持ち生活を送ること。 

 (2) アルバイトなどについては、事前にアルバイト調査を提出すること。また、１８才未満の生徒については、 

   午後１０時以降のアルバイトは認めない。 


